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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　蓄積時間を任意に制御し得る撮像素子と、第１のシャッター幕と第２のシャッター幕か
らなるフォーカルプレーンシャッターと、前記第１のシャッター幕が走行してから前記第
２のシャッター幕が走行するまでの間に前記撮像素子に蓄積動作を行わせる撮像素子制御
手段と、被写体を照明する照明手段とを備えた静止画撮像装置において、
　シャッター秒時が、前記フォーカルプレーンシャッターが全開する時間を有しない短秒
時であり、前記照明手段の発光モードとしてフラット発光モードが設定されている時は、
前記第１のシャッター幕の走行中に、前記照明手段によりフラット発光を開始させ、該フ
ラット発光の発光強度が安定するタイミングに同期して、前記撮像素子制御手段は前記撮
像素子に蓄積動作を行わせ、前記撮像素子の蓄積動作とフラット発光の終了に同期して、
前記第２のシャッター幕は走行を開始することを特徴とする静止画撮像装置。
【請求項２】
　蓄積時間を任意に制御し得る撮像素子と、第１のシャッター幕と第２のシャッター幕か
らなるフォーカルプレーンシャッターと、前記第１のシャッター幕が走行してから前記第
２のシャッター幕が走行するまでの間に前記撮像素子に蓄積動作を行わせる撮像素子制御
手段と、被写体を照明する照明手段とを備えた静止画撮像装置において、
　シャッター秒時が、前記フォーカルプレーンシャッターが全開する時間を有しない短秒
時であり、前記照明手段の発光モードとして閃光発光モードが設定されている時は、前記
第１のシャッター幕の走行終了に同期して、前記撮像素子制御手段は前記撮像素子の蓄積
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動作を開始させるとともに、前記照明手段は閃光発光を開始させ、該閃光発光が所定量に
達した後に閃光発光を停止させるとともに、前記シャッター秒時の経過直後に前記撮像素
子制御手段は前記撮像素子の蓄積動作を停止させ、該蓄積動作の停止後、前記第２のシャ
ッター幕は走行を開始することを特徴とする静止画撮像装置。
【請求項３】
　前記被写体までの距離が所定の距離よりも近い場合で、シャッター秒時が、前記フォー
カルプレーンシャッターが全開する時間を有しない短秒時であり、前記照明手段の発光モ
ードとしてフラット発光モードが設定されている時は、前記第１のシャッター幕の走行中
に、前記照明手段によりフラット発光を開始させ、該フラット発光の発光強度が安定する
タイミングに同期して、前記撮像素子制御手段は前記撮像素子に蓄積動作を行わせ、前記
撮像素子の蓄積動作とフラット発光の終了に同期して、前記第２のシャッター幕は走行を
開始することを特徴とする請求項１に記載の静止画撮像装置。
【請求項４】
　前記被写体までの距離が所定の距離よりも遠い場合で、シャッター秒時が、前記フォー
カルプレーンシャッターが全開する時間を有しない短秒時であり、前記照明手段の発光モ
ードとして閃光発光モードが設定されている時は、前記第１のシャッター幕の走行終了に
同期して、前記撮像素子制御手段は前記撮像素子の蓄積動作を開始させるとともに、前記
照明手段は閃光発光を開始させ、該閃光発光が所定量に達した後に閃光発光を停止させる
とともに、前記シャッター秒時の経過直後に前記撮像素子制御手段は前記撮像素子の蓄積
動作を停止させ、該蓄積動作の停止後、前記第２のシャッター幕は走行を開始することを
特徴とする請求項２に記載の静止画撮像装置。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、フォーカルプレーンシャッターなどのシャッター装置とストロボ発光装置など
の照明手段を備えた静止画撮像装置の改良に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
フォーカルプレーンシャッターを備えた静止画撮像装置において、フォーカルプレーンシ
ャッターが全開する時間を有しない短秒時、いわゆる高速シャッター秒時には、スリット
露光が行われている。
【０００３】
図７はスリット露光時のシャッター先幕、後幕の走行の様子と露光時間の関係を示した図
であり、時刻ｔ１１においてシャッター先幕が走行を開始して撮像素子の上端から露光が
開始される。次に、ｔ１１より所定時間遅れた時刻ｔ１２にシャッター後幕が走行を開始
し、撮像素子の上端から遮光することによって前記露光を停止する。シャッター先幕およ
び後幕の走行速度は同一となるように調整されており、撮像素子の上端から下端までの全
ての領域において順次（ｔ１２－ｔ１１）なる所定時間Ｔｄの露光が行われる。時刻ｔ１
３およびｔ１４はシャッター先幕および後幕の走行終了時刻であり、時間（ｔ１４－ｔ１
３）も所定時間Ｔｄとなっている。
【０００４】
このようなスリット露光中にストロボ撮影を行おうとすると、図８に示すように画面の一
部分の露光中にしかストロボ発光を行うことができなかったために露光むらを生じてしま
うことから、従来ではフォーカルプレーンシャッターが全開する時間を有する長秒時での
みストロボ撮影が行われていた。しかし、近年のストロボ発光装置には従来に比べて長い
時間一定の発光強度で発光させるいわゆるフラット発光モードを有するものが製品化され
ており、このモードを利用することによって、スリット露光となる高速シャッター時にお
いてもストロボ撮影を行う事を可能にしている。
【０００５】
　図９は、フラット発光モードを有するストロボ発光装置を用いてスリット露光中にスト
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ロボ撮影を行う際の、シャッター先幕および後幕の動作とストロボ発光装置の発光の様子
を示したものである。
【０００６】
　図９に従って動作を説明すると、ストロボ発光装置はシャッター先幕が走行開始する時
刻ｔ１１よりも前の時刻ｔ１０で発光を開始する。この際、時刻ｔ１０とｔ１１の間隔は
ストロボ発光装置の発光強度が安定するのに必要な所定時間に設定されている。すなわち
、ストロボ発光装置の発光強度が安定してからシャッター先幕の走行が開始され、次に所
定時間Ｔｄを経た時刻ｔ１２にシャッター後幕が走行を開始する。さらにシャッター後幕
の走行が時刻ｔ１４に終了するとストロボ発光装置の発光が停止される。このようにシャ
ッター全開時間を有しない高速のシャッター秒時にもストロボ撮影が可能であった。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述のフォーカルプレーンシャッターを備えた静止画撮像装置においては
、高速シャッター秒時でのストロボ撮影ではシャッター先幕の走行開始からシャッター後
幕の走行終了までの間はストロボ発光装置を一定の強度で発光させているにもかかわらず
、露光中の一時点に着目すれば撮像素子のごく一部にしかストロボ光が到達せず、残りは
シャッター幕に吸収されてしまっていた。例えば図９において、露光時間（シャッター秒
時）に相当する所定時間Ｔｄを１ミリ秒、シャッター先幕および後幕の走行時間（ｔ１３
－ｔ１１）＝（ｔ１４－ｔ１２）を４ミリ秒とすると、安定したストロボ光を発光するフ
ラット発光期間は少なくとも５ミリ秒必要となり、８０％以上のエネルギーが無駄になっ
ており、また、５ミリ秒もの長い時間フラット発光を行うために発光強度も制限せざるを
得ないため、エネルギーロスが多く、更にはストロボ撮影の有効距離を示すガイドナンバ
ーも小さくなるという欠点を有していた。
【０００８】
（発明の目的）本発明の第１の目的は、照明手段の発光のエネルギーのロスを少なくし、
高速のシャッター秒時でも撮影有効距離を損なう事無く適正な光量での照明撮影を行える
ようにすることのできる静止画撮像装置を提供しようとするものである。
【０００９】
本発明の第２の目的は、平坦な発光モードを有さず、急峻な発光モードで発光する照明手
段を用いても、高速シャッター秒時での照明撮影を適正に行うことのできる静止画撮像装
置を提供しようとするものである。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　上記第１の目的を達成するために、本発明は、蓄積時間を任意に制御し得る撮像素子と
、第１のシャッター幕と第２のシャッター幕からなるフォーカルプレーンシャッターと、
前記第１のシャッター幕が走行してから前記第２のシャッター幕が走行するまでの間に前
記撮像素子に蓄積動作を行わせる撮像素子制御手段と、被写体を照明する照明手段とを備
えた静止画撮像装置において、シャッター秒時が、前記フォーカルプレーンシャッターが
全開する時間を有しない短秒時であり、前記照明手段の発光モードとしてフラット発光モ
ードが設定されている時は、前記第１のシャッター幕の走行中に、前記照明手段によりフ
ラット発光を開始させ、該フラット発光の発光強度が安定するタイミングに同期して、前
記撮像素子制御手段が前記撮像素子に蓄積動作を行わせ、前記撮像素子の蓄積動作とフラ
ット発光の終了に同期して、前記第２のシャッター幕が走行を開始する静止画撮像装置と
するものである。
【００１２】
　上記第２の目的を達成するために、本発明は、蓄積時間を任意に制御し得る撮像素子と
、第１のシャッター幕と第２のシャッター幕からなるフォーカルプレーンシャッターと、
前記第１のシャッター幕が走行してから前記第２のシャッター幕が走行するまでの間に前
記撮像素子に蓄積動作を行わせる撮像素子制御手段と、被写体を照明する照明手段とを備
えた静止画撮像装置において、シャッター秒時が、前記フォーカルプレーンシャッターが
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全開する時間を有しない短秒時であり、前記照明手段の発光モードとして閃光発光モード
が設定されている時は、前記第１のシャッター幕の走行終了に同期して、前記撮像素子制
御せ、該閃光発光が所定量に達した後に閃光発光を停止させるとともに、前記シャッター
秒時の経過直後に前記撮像素子制御手段が前記撮像素子の蓄積動作を停止させ、該蓄積動
作の停止後、前記第２のシャッター幕は走行を開始する静止画撮像装置とするものである
。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を図示の実施の形態に基づいて詳細に説明する。
【００１５】
（実施の第１の形態）
図１は本発明の実施の第１の形態に係るフォーカルプレーンシャッターを備えた静止画撮
像装置の電気的構成の概略を示すブロック図である。
【００１６】
図１において、１は静止画撮像装置の各種の動作を制御する為の制御回路、２は画像記録
媒体であるところの撮影素子（ＣＣＤ）である。３はフォーカルプレーンシャッターを駆
動するシャッター駆動装置であり、シャッター駆動回路及びシャッター先幕及びシャッタ
ー後幕等により構成される。４は内蔵もしくは外付けのストロボ発光装置であり、発光モ
ードとして、通常の閃光発光モードとフラット発光モードを有している。５はレンズの焦
点状態を検出し、該レンズのピント調節を行うためのオートフォーカス装置、６は露光時
間（シャッター秒時）に相当する後述の所定時間Ｔｄを求める為の測光情報を得る為の測
光装置、７はオートフォーカス装置５や測光装置６を起動したり、露光動作を開始させる
為のスイッチ等、各種のスイッチの状態を検出するスイッチ（ＳＷ）状態検出回路である
。
【００１７】
図２は、図１に示したフォーカルプレーンシャッターを備えた静止画撮像装置において、
シャッター幕、撮像素子の蓄積、ストロボ発光装置の発光の様子を示したタイミングチャ
ートであり、図３は実施の第１の形態における制御シーケンスを示したフローチャートで
ある。なお、図３のシーケンスが開始される以前に、必要とされる露光時間およびストロ
ボ発光強度は与えられているものとする。
【００１８】
以下、図２のタイミングチャートを参照しながら、図３のフローチャートにしたがって主
要部分の動作について説明する。
【００１９】
図３のステップ＃１０１にて露光シーケンスが開始されると、まずステップ＃１０２にて
、制御回路１はストロボ撮影モードか否かを判定する。この結果、ストロボ撮影モードで
はない場合はステップ＃１０３へ進み、通常のシャッター制御による撮影を行い、ステッ
プ＃１１７にて露光動作を終了する。
【００２０】
ここで、ストロボ発光装置４を用いない、通常のシャッター制御による撮影時について簡
単に説明すると、この撮影時におけるシャッター秒時が、フォーカルプレーンシャッター
が全開する時間を有しない短秒時、つまり高速シャッター秒時での撮影であった場合、フ
ォーカルプレーンシャッターを用いたスリット露光を行うとともに、図９に示したように
、撮像素子２の蓄積開始を該フォーカルプレーンシャッターの先幕走行開始以前とし、か
つ撮像素子２の蓄積終了を該フォーカルプレーンシャッターの後幕走行終了後とするよう
に制御する。
【００２１】
一方、上記ステップ＃１０２にてストロボ撮影モードであることを判定するとステップ＃
１０４へ進み、ここではシャッター秒時が高速シャッター秒時（演算により算出されるシ
ャッタ秒時が、フォーカルプレーンシャッターが全開する時間を有しない短秒）か否かを
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判定し、高速シャッターでなければステップ＃１０５へ進み、通常のシャッター制御およ
びストロボ制御による撮影を行い、ステップ＃１１７にて露光動作を終了する。
【００２２】
また、上記ステップ＃１０４にて高速シャッター秒時であることを判定すると制御回路１
はステップ＃１０６へ動作を進め、ストロボ発光モードをフラット発光モードにするとと
もに所定のフラット発光強度をストロボ発光装置４に設定する。そして、次のステップ＃
１０７にて、図２に示す時刻ｔ１にてシャッター駆動装置３を駆動してシャッター先幕を
走行させる。続くステップ＃１０８では、図２に示す時刻ｔ３－Ｔｓに達したか否かを判
定し、達していなければステップ＃１０９にて時刻ｔ３－Ｔｓに達するまで待機し、その
後ステップ＃１０８へ戻り、ここでは既に時刻ｔ３－Ｔｓに達しているので直ちにステッ
プ＃１１０へ進み、シャッター先幕走行終了時刻ｔ３よりも所定時間だけ早いタイミング
（ｔ３－Ｔｓのタイミング）でストロボ発光装置４にストロボ発光を開始させる。ここで
上記Ｔｓは、ストロボ発光装置４の発光強度が安定するのに要する時間である。
【００２３】
次のステップ＃１１１では、制御回路１は図２に示すようにシャッター先幕走行終了時刻
ｔ３には既にストロボ発光装置４の発光強度は安定しているので、撮像素子（ＣＣＤ）２
の蓄積を開始する。そして、次のステップ＃１１４，＃１１５にて、予め測光装置６によ
る測光結果をもとに与えられたシャッター秒時に相当する所定時間Ｔｄが経過するのを待
機し、上記所定時間Ｔｄが経過すると、ステップ＃１１４からステップ＃１１６へ進み、
前記撮像素子２の蓄積およびストロボ発光装置４の発光を停止するとともに、シャッター
後幕の走行を開始する（図１の時刻ｔ２）。その後、シャッター後幕の走行が終了すると
ステップ＃１１７へ進み、露光動作を終了する。
【００２４】
以上の実施の第１の形態によれば、フォーカルプレーンシャッターの全開時間を有しない
高速のシャッター秒時（測光情報等に基づいて演算により算出されたシャッタ秒時）にお
けるストロボ撮影において、シャッター先幕走行終了後にストロボ発光装置４をフラット
発光させるとともに撮像素子２の蓄積を開始し（図１の時刻ｔ３のタイミング、図２のス
テップ＃１０８→＃１１０）、前記高速シャッタ秒時後にストロボ発光装置４の発光およ
び撮像素子２の蓄積を停止した後にシャッター後幕を走行させる（図１の時刻ｔ３から露
光（蓄積）時間Ｔｄの経過後の時刻ｔ２のタイミング、図２のステップ＃１１４→＃１１
６）ような構成にしている。
【００２５】
よって、ストロボ発光装置４の発光のエネルギーロスが少なく、また高速シャッター時で
も撮影有効距離を損なう事無く適正な光量でのストロボ撮影を行える静止画撮像装置とす
ることができる。
【００２６】
（実施の第２の形態）
図４は、本発明の実施の第２の形態に係る静止画撮像装置において、シャッター幕、撮像
素子の蓄積、ストロボ発光装置の発光の様子を示したタイミングチャートであり、図５は
実施の第２の形態の制御シーケンスを示したフローチャートである。なお、図５のシーケ
ンスが開始される以前に必要とされる露光時間およびストロボ発光強度は与えられている
ものとする。又静止画撮像装置の回路構成は図１と同じであるものとし、ストロボ発光装
置は、閃光発光モードのみ設定できるものとする。
【００２７】
以下、図４のタイミングチャートを参照しながら、図５のフローチャートにしたがって主
要部分の動作について説明する。
【００２８】
ステップ＃２０１にて露光シーケンスが開始されると、まずステップ＃２０２にて、制御
回路１はストロボ撮影モードか否かを判定する。この結果、ストロボ撮影モードではない
場合はステップ＃２０３へ進み、通常のシャッター制御による撮影を行い、ステップ＃２
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１６にて露光動作を終了する。一方、上記ステップ＃２０２にてストロボ撮影モードであ
ることを判定するとステップ＃２０４へ進み、ここではシャッター秒時が高速シャッター
秒時か否かを判定し、高速シャッター秒時でなければステップ＃２０６へ進み、通常のシ
ャッター制御およびストロボ制御による撮影を行い、ステップ＃２１６にて露光動作を終
了する。
【００２９】
また、上記ステップ＃２０４にて高速シャッター秒時であることを判定すると制御回路１
はステップ＃２０５へ動作を進め、図４に示す時刻ｔ１にてシャッター駆動装置３を駆動
してシャッター先幕を走行させ、続くステップ＃２０７では、図４に示す時刻ｔ３に達し
たか否かを判定し、達していなければステップ＃２０８にて時刻ｔ３に達するまで待機し
、その後ステップ＃２０７へ戻り、ここでは既に時刻ｔ３に達しているので直ちにステッ
プ＃２０９へ進む。
【００３０】
ステップ＃２０９へ進むと、制御回路１は撮像素子２の蓄積を開始するとともにストロボ
発光装置４を閃光発光（図２に示したフラット発光とは異なる）させ、次のステップ＃２
１０，＃２１１にて、ストロボ発光装置４の発光が所定量に達する（発光量の積分値が所
定の値に達する）まで待機し、ストロボ発光装置４での発光が所定量に達するとステップ
＃２１０からステップ＃２１２へ進み、前記閃光発光を停止する。そして、次のステップ
＃２１３，＃２１４にて、予め測光装置６による測光結果をもとに与えられたシャッター
秒時と同一の時間Ｔｄが経過するのを待機し、上記時間Ｔｄが経過すると、ステップ＃２
１３からステップ＃２１５へ進み、前記撮像素子２の蓄積を停止するとともに、シャッタ
ー後幕の走行を開始する（図４の時刻ｔ２）。その後、シャッター後幕の走行が終了する
とステップ＃２１６へ進み、露光動作を終了する。
【００３１】
以上の実施の第２の形態によれば、フォーカルプレーンシャッターの全開時間を有しない
高速のシャッター秒時におけるストロボ撮影において、シャッター先幕走行終了後に撮像
素子２の蓄積を開始するとともにストロボ発光装置４を閃光発光させ（図４の時刻ｔ３の
タイミング、図５のステップ＃２０７→＃２０９）、ストロボ発光装置４の発光が所定量
に達した後にその発光を停止させる（図５のステップ＃２１２）とともに、前記シャッタ
秒時の経過直後に撮像素子２の蓄積を停止し、その後に直ちにシャッター後幕を走行させ
る（図４の時刻ｔ３から露光（蓄積）時間Ｔｄの経過後の時刻ｔ２のタイミング、図５の
ステップ＃２１３→＃２１５）ような構成にしている。
【００３２】
よって、閃光発光モードで発光するストロボ発光装置４を用いても、高速シャッター時の
ストロボ撮影を行える静止画撮像装置とすることができる。
【００３３】
（実施の第３の形態）
図６は、本発明の実施の第３の形態に係る静止画撮像装置の主要部分の制御シーケンスを
示したフローチャートである。なお、図６のシーケンスが開始される以前に必要とされる
露光時間およびストロボ発光強度は与えられているものとする。又静止画撮像装置の回路
構成は図１と同じであるものとする。
【００３４】
以下、前述の図２及び図４のタイミングチャートを参照しながら、図６のフローチャート
にしたがって主要部分の動作について説明する。
【００３５】
ステップ＃３０１にて露光シーケンスが開始されると、まずステップ＃３０２にて、制御
回路１はストロボ撮影モードか否かを判定する。この結果、ストロボ撮影モードではない
場合はステップ＃３０３へ進み、通常のシャッター制御による撮影を行い、ステップ＃３
１８にて露光動作を終了する。一方、上記ステップ＃３０２にてストロボ撮影モードであ
ることを判定するとステップ＃３０４へ進み、ここではシャッター秒時が高速シャッター
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秒時か否かを判定し、高速シャッター秒時でなければステップ＃３０６へ進み、通常のシ
ャッター制御およびストロボ制御による撮影を行い、ステップ＃３１８にて露光動作を終
了する。
【００３６】
また、上記ステップ＃３０４にて高速シャッター秒時であることを判定すると制御回路１
はステップ＃３０６へ動作を進め、ここでは必要とされる発光強度がフラット発光で得ら
れるか否かを被写体距離等により判定し、フラット発光モードで必要な発光強度が得られ
る場合にはステップ＃３０７へ進み、ストロボ発光装置４をフラット発光モードに設定す
るとともに所定のフラット発光強度を設定し、次のステップ＃３０８にて、図２に示す時
刻ｔ１にてシャッター先幕を走行させる。続くステップ＃３０９では、図２に示す時刻ｔ
３－Ｔｓに達したか否かを判定し、達していなければステップ＃３１０にて時刻ｔ３－Ｔ
ｓに達するまで待機し、その後ステップ＃３０９へ戻り、ここでは既に時刻ｔ３－Ｔｓに
達しているので直ちにステップ＃３１１へ進み、シャッター先幕走行終了時刻ｔ３よりも
所定時間だけ早いタイミング（ｔ３－Ｔｓのタイミング）でストロボ発光装置４にストロ
ボ発光を開始させる。ここで上記Ｔｓは、ストロボ発光装置４の発光強度が安定するのに
要する時間である。
【００３７】
次のステップ＃３１２では、制御回路１は図２に示すようにシャッター先幕走行終了時刻
ｔ３には既にストロボ発光装置４の発光強度が安定しているので、撮像素子２（ＣＣＤ）
の蓄積を開始する。そして、次のステップ＃３１５，＃３１６にて、予め測光装置６によ
る測光結果をもとに与えられたシャッター秒時と同一の時間Ｔｄが経過するのを待機し、
上記時間Ｔｄが経過すると、ステップ＃３１５からステップ＃３１７へ進み、前記撮像素
子２の蓄積およびストロボ発光装置４の発光を停止するとともに、シャッター後幕の走行
を開始する（図１の時刻ｔ２）。その後、シャッター後幕の走行が終了するとステップ＃
３１８へ進み、露光動作を終了する。
【００３８】
また、上記ステップ＃３０６にて、フラット発光モードでは必要な発光強度が得られない
場合には制御回路１はステップ＃３１９へ動作を進め、ストロボ発光装置４を閃光発光モ
ードにセットする。そして、次のステップ＃３２０にて、図４に示す時刻ｔ１でシャッタ
ー先幕を走行させ、続くステップ＃３２１にて、図４に示す時刻ｔ３に達したか否かを判
定し、達していなければステップ＃３２２にて時刻ｔ３に達するまで待機し、その後ステ
ップ＃３２１へ戻り、ここでは既に時刻ｔ３に達しているので直ちにステップ＃３２３へ
進む。
【００３９】
ステップ＃３２３へ進むと、制御回路１は撮像素子２の蓄積を開始するとともにストロボ
発光装置４を閃光発光させ、次のステップ＃３２４，＃３２５にて、ストロボ発光装置４
の発光が所定量に達する（発光量の積分値が所定の値に達する）まで待機し、ストロボ発
光装置４での発光が所定量に達するとステップ＃３２４からステップ＃３２６へ進み、前
記閃光発光を停止する。そして、次のステップ＃３２７，＃３２８にて、予め測光装置６
による測光結果をもとに与えられたシャッター秒時と同一の時間Ｔｄが経過するのを待機
し、上記時間Ｔｄが経過すると、ステップ＃２１３からステップ＃２１５へ進み、前記撮
像素子２の蓄積を停止するとともに、シャッター後幕の走行を開始する（図４の時刻ｔ２
）。その後、シャッター後幕の走行が終了するとステップ＃３１８へ進み、露光動作を終
了する。
【００４０】
以上の実施の第３の形態によれば、フォーカルプレーンシャッターの全開時間を有しない
高速のシャッター秒時におけるストロボ撮影において、フラット発光で必要とされる発光
強度が得られる場合（例えば被写体距離が所定の距離よりも近い場合）には、シャッター
先幕走行終了後にストロボ発光装置４をフラット発光させるとともに撮像素子２の蓄積を
開始し、所定時間後に前記ストロボ発光装置４の発光および撮像素子２の蓄積を停止して
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、フラット発光では必要とされる発光強度が得られない場合（例えば被写体距離が所定の
距離よりも遠い場合）には、シャッター先幕走行終了後に撮像素子２の蓄積を開始すると
ともにストロボ発光装置４を閃光発光させ、所定発光量発光後に前記ストロボ発光装置４
の発光を停止させるとともに、所定の蓄積時間経過後に撮像素子２の蓄積を停止し、その
後にシャッター後幕を走行させるように制御（図５のステップ＃３０６→＃３１９～＃３
２９）する構成にしている。
【００４１】
よって、必要とされる発光強度が低い時には、高い精度で発光量を制御するとともに、必
要とされる発光強度が高い場合には、閃光発光モードを用いて大光量でストロボ撮影を行
える静止画撮影装置とすることができるものである。
【００４２】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、照明手段の発光のエネルギーのロスを少なくし、
高速のシャッター秒時でも撮影有効距離を損なう事無く適正な光量での照明撮影を行える
ようにすることができる静止画撮像装置を提供できるものである。
【００４３】
さらに、本発明によれば、平坦な発光モードを有さず、急峻な発光モードで発光する照明
手段を用いても、高速シャッター秒時での照明撮影を適正に行うことができる静止画撮像
装置を提供できるものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の各形態に係る静止画撮像装置の概略構成を示すブロック図である
。
【図２】本発明の実施の第１の形態に係る静止画撮像装置のシャッター幕、撮像素子の蓄
積、ストロボ発光装置の発光の様子を示すタイミングチャートである。
【図３】本発明の実施の第１の形態での制御シーケンスを示すフローチャートである。
【図４】本発明の実施の第１の形態に係る静止画撮像装置のシャッター幕、撮像素子の蓄
積、ストロボ発光装置の発光の様子を示すタイミングチャートである。
【図５】本発明の実施の第２の形態での制御シーケンスを示すフローチャートである。
【図６】本発明の実施の第３の形態での制御シーケンスを示すフローチャートである。
【図７】従来のスリット露光時のシャッター幕の様子を示す図である。
【図８】従来のスリット露光時にストロボ発光装置を閃光発光させた場合のシャッター幕
、撮像素子の蓄積、ストロボ発光装置の発光の様子を示すタイミングチャートである。
【図９】従来のスリット露光時にストロボ撮影する際のシャッター幕、撮像素子の蓄積、
ストロボ発光装置の発光の様子を示すタイミングチャートである。
【符号の説明】
１　　制御回路
２　　撮像素子
３　　シャッター駆動装置
４　　ストロボ発光装置
６　　測光装置
Ｔｄ　露光時間に相当する所定時間
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